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子
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　市
で
は
、４
か
月
、１
歳
６
か
月
、３
歳
の
時
に

集
団
健
康
診
査（
健
診
）を
実
施
し
て
お
り
、対

象
と
な
る
お
子
さ
ん
全
員
に
受
け
て
い
た
だ
く

よ
う
案
内
し
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
健
診
は
、小

児
科
医
、歯
科
医
、保
健
師
、助
産
師
、栄
養
士
、

歯
科
衛
生
士
、保
育
士
、臨
床
心
理
士
そ
し
て
子

育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
、読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
が
携
わ
り
、病
気
の
早
期
発

見
だ
け
で
な
く
、保
護
者
と
共
に
お
子
さ
ん
の

す
こ
や
か
な
成
長
と
健
康
な
育
ち
を
確
認
す
る

場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　４
か
月
児
健
診
で
は
、小
児
科
医
に
よ
る
発

達
発
育
の
診
察
や
、離
乳
食
の
始
ま
り
の
時
期

で
す
の
で
栄
養
士
に
よ
る
少
人
数
で
の
説
明
と

試
食
を
行
い
ま
す
。ま
た
、親
子
の
き
ず
な
を
は

ぐ
く
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
を
体
験
し
て
も
ら
い
絵
本

を
１
冊
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
ま
す
。

　１
歳
６
か
月
児
健
診
で
は
、一
人
歩
き
や
発
語

に
関
す
る
相
談
が
あ
り
ま
す
。発
語
に
関
す
る

相
談
に
は
臨
床
心
理
士
も
対
応
し
て
い
ま
す
。

ま
た
乳
歯
が
生
え
そ
ろ
う
時
期
で
す
の
で
、小

児
科
医
だ
け
で
な
く
、歯
科
医
の
歯
科
健
診
と

歯
科
衛
生
士
に
よ
る
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
の
説
明
や
、

よ
り
積
極
的
な
む
し
歯
予
防
と
し
て
フ
ッ
化
物

歯
面
塗
布
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　３
歳
児
健
診
で
は
、小
児
科
医
、歯
科
医
に
よ

る
健
診
の
ほ
か
、検
尿
、視
力
や
聴
力
の
検
査
も

行
い
ま
す
。こ
の
頃
は
社
会
性
や
生
活
習
慣
が

身
に
つ
い
て
く
る
大
切
な
時
期
で
す
。よ
り
社

会
性
を
は
ぐ
く
む
環
境
づ
く
り
が
で
き
て
い
る

か
、基
本
的
な
生
活
習
慣
の
確
立
状
況
等
を
確

認
し
、支
援
が
必
要
な
方
に
は
適
切
な
事
業
や

相
談
の
紹
介
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　お
子
さ
ん
の
成
長
発
達
の
様
子
は
一
人
ひ
と

り
違
い
ま
す
。健
診
は
保
護
者
と
ス
タ
ッ
フ
が
共

に
、お
子
さ
ん
の
成
長
発
達
を
喜
ぶ
場
、育
児
不

安
を
軽
減
す
る
場
、子
育
て
を
社
会
全
体
で
支

援
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
て
も
ら
え
る
場
と
な

る
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

（
執
筆
：
出
雲
市
健
康
増
進
課
）絵本の読み聞かせ

４
か
月
児
健
診
の
様
子

診察の様子

ひとり親家庭
の方のために
ひとり親家庭
の方のために

　ひとり親家庭では、家計を支えながらひとりで子育てを担うことになるため、その両立
が困難であったり、不安や負担を感じることもあると思います。
　ここでは、ひとり親家庭の方が利用できる各種制度を紹介します。制度によっては所得
要件があったり、事前相談が必要なものもあります。まずは、お気軽にご相談ください。

本　　庁 子ども政策課 ☎21-6604
 福祉推進課 ☎21-6694
 教育政策課 ☎21-6190

平田支所 市民福祉課 ☎63-5567
佐田支所 市民サービス課 ☎84-0118
多伎支所 市民サービス課 ☎86-3116

湖陵支所 市民サービス課 ☎43-1215
大社支所 市民サービス課 ☎53-3116
斐川支所 健康福祉課 ☎73-9111
 市民生活課 ☎73-9102

おたずね
電話番号

制  度 内  容 問い合わせ
母子父子自立支援員
による相談

各種制度の情報提供をするとともに、くらし・子育て・就労・
養育費取得などさまざまな悩みの相談に応じます。

本庁　子ども政策課

母子父子寡婦
福祉資金貸付制度

子どもが修学するための資金や、母または父が技能を習得する
ための資金など、各種資金の貸付を行っています。

母子家庭等
自立支援給付金

母または父の就業を促進するため、資格取得のための講座を受講
する場合や、養成機関で修業する場合に給付金を支給します。

日常生活支援事業 一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合、家庭生活支援
員を派遣します。

児童扶養手当
父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭
の生活の安定と自立を助けるために支給します。
　※所得・児童数で手当額が決まります。

本庁　子ども政策課
または各支所
（斐川支所は健康福祉課）ひとり親家庭等児童

入学支度金
児童が小・中学校へ入学する際、支度金を支給します。（所得
要件・基準日・申請受付期間があります。）

福祉医療費助成制度

・ひとり親家庭、両親のいない児童のうち、母（父）と児童
の医療費（自己負担分）を助成します。（所得制限がありま
す。）

・自己負担は医療費の１割で、1か月1医療機関あたりの負担限
度額があります。

本庁　福祉推進課
または各支所
（斐川支所は市民生活課）

就学援助制度 経済的理由で小学校・中学校への就学が困難な児童・生徒の保
護者に対し、学用品費や給食費などを援助します。

本庁　教育政策課
または各小・中学校
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介護保険通信

介護保険制度のここが変わります。
 　平成２７年度から介護保険制度の一部が変わります。

なお、制度の内容により実施時期が異なりますので、ご注意ください。

おたずね／高齢者福祉課　☎２１－６９７２

❶介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の入所基準が変わりました。
平成２７年４月から

　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）への新規入所は、原則として要介護３
以上の人が対象となりました。ただし、平成２７年３月以前から入所している要介
護１、要介護２の方については、引き続き入所ができる経過措置が設けられていま
す。
　また、要介護１、要介護２で認知症などの診断を受けている場合などで、やむを
得ない事情があれば、特例的に新規入所が認められます。

❷一定以上の所得のある方の利用者負担が変わります。
平成２７年8月から

　介護保険サービスの利用者負担割合は一律１割でしたが、所得が一定以上ある６５歳以上の方についての
利用者負担割合が２割に変更となります。
　自己負担が２割になるのは、本人の合計所得金額が年間１６０万円以上で、同一世帯（本人含む）の６５歳以
上の方の年金収入＋その他の合計所得金額が、単身世帯で２８０万円以上、65歳以上の方が２人以上いる世
帯は３４６万円以上の方となります。
　要支援、要介護の認定を受けた方全員に、利用者負担の割合（１割または２割）が記載された「介護保険負
担割合証」を発行します。

❸高額介護サービス費の利用者負担上限額が一部変わります。
平成２７年8月から

　介護保険では、１ヵ月ごとの利用者負担が一定額を超えたときに、高額介護サービス費として払い戻しが受
けられます。
　その利用者負担上限額のうち、新たに現役並み所得（同一世帯に課税所得１４５万円以上の65歳以上の方
がいて、年収が単身世帯３８３万円以上、65歳以上の方が2人以上いる世帯５２０万円以上）に相当する方に
ついては、利用者負担上限額が月額３７，２００円から４４，４００円に引上げられます。

❹低所得の方の施設入所等の食費・居住費の軽減について、
　適用要件が変わります。

平成２７年8月から

　特別養護老人ホーム等の施設入所にかかる費用のうち食費・居住費については、
低所得の方（住民税非課税世帯等）について、負担を軽減する補足給付があります。
　この補足給付について、住民税非課税世帯においても、世帯を分けている配偶
者が住民税課税者である場合や預貯金等が一定額（配偶者がいない方は１,０００
万円、配偶者がいる方で2人の合計金額が２,０００万円）を超える場合は、補足給
付の対象外となります。

　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）への新規入所は、原則として要介護３
以上の人が対象となりました。ただし、平成２７年３月以前から入所している要介
護１、要介護２の方については、引き続き入所ができる経過措置が設けられていま

　また、要介護１、要介護２で認知症などの診断を受けている場合などで、やむを
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